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〔
商
法
　
四
一
六
〕
　
権
利
外
観
理
論
に
よ
る
手
形
の
被
偽
造
者
の
振
出
責
任

（
難
響
者
誕
権
形
舞
ヂ
）

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
真
実
と
外
観
と
が
異
な
る
場
合
に
も
、
本
人
に
外
観
を
作
出
し
た

こ
と
に
責
む
べ
き
事
由
が
あ
り
、
そ
し
て
相
手
方
が
そ
の
よ
う
な
外

観
を
真
実
と
誤
認
す
る
こ
と
に
つ
き
十
分
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

本
人
を
し
て
外
観
に
基
づ
く
責
任
を
負
担
せ
し
め
る
の
が
相
当
で
あ

る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
手
形
法
七
条
、
同
一
〇
条
、
同
一
六
条
二
項
、
同
七
七
条
二
項
、

同
八
二
条
、
民
法
一
〇
九
条
、
同
一
一
〇
条
、
同
二
二
条
、
同
七

一
五
条

〔
事
　
実
〕

　
Z
株
式
会
社
の
社
員
で
あ
っ
た
C
は
、
い
ず
れ
も
同
社
の
下
請
会

社
で
あ
る
Y
お
よ
び
B
と
の
間
に
介
在
し
、
右
下
請
両
者
が
相
互
に

融
通
手
形
を
振
出
、
交
換
す
る
こ
と
を
仲
介
し
て
い
た
。

　
平
成
九
年
四
月
九
日
、
C
は
、
Y
に
依
頼
し
て
B
宛
に
額
面
合
計

金
一
五
〇
〇
万
円
の
手
形
（
額
面
金
五
〇
〇
万
円
、
支
払
期
日
平
成

九
年
八
月
三
一
日
の
手
形
三
通
）
を
振
り
出
さ
せ
、
同
年
八
月
二
七

日
、
右
手
形
の
決
済
資
金
（
一
部
）
と
し
て
、
有
限
会
社
W
振
出
の

額
面
合
計
金
二
二
〇
〇
万
円
の
手
形
（
額
面
金
六
五
〇
万
円
の
手
形

二
通
）
を
Y
に
交
付
し
た
。
そ
し
て
、
Y
は
、
W
振
出
の
手
形
を
割

り
引
い
て
決
済
資
金
に
充
て
た
。

　
平
成
九
年
九
月
一
日
、
C
が
Y
の
事
務
所
を
訪
れ
、
Y
に
対
し
、
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「
W
か
ら
、
同
社
の
右
手
形
を
割
引
に
付
し
た
と
い
う
こ
と
で
責
め

ら
れ
て
い
る
の
で
、
見
せ
手
形
と
し
て
Y
振
出
の
額
面
金
二
二
〇
〇

万
円
の
手
形
を
貸
し
て
ほ
し
い
。
」
旨
を
懇
請
し
た
と
こ
ろ
、
Y

（
代
表
者
A
）
は
、
C
の
依
頼
に
応
じ
、
C
の
面
前
で
、
金
額
、
振

出
日
及
び
支
払
期
日
欄
に
の
み
記
入
し
、
振
出
人
欄
に
は
Y
の
記
名

印
の
み
で
代
表
者
印
を
押
捺
せ
ず
、
受
取
人
欄
白
地
の
本
件
手
形
を

C
に
交
付
し
た
。

　
Y
代
表
者
A
は
、
本
件
手
形
を
C
に
交
付
し
た
後
、
記
名
印
、
代

表
者
印
を
入
れ
た
印
箱
に
施
錠
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
机
に
置
き
、

C
を
そ
の
場
に
残
し
た
ま
ま
約
三
〇
分
間
所
要
の
た
め
に
席
を
離
れ

た
と
こ
ろ
、
Y
代
表
者
A
が
席
を
離
し
て
い
る
間
に
、
C
は
印
箱
か

ら
Y
の
代
表
者
印
を
取
り
出
し
て
、
こ
れ
を
本
件
手
形
に
盗
捺
し
た
。

　
そ
の
後
、
本
件
手
形
は
C
か
ら
W
を
経
て
B
に
移
転
し
、
そ
の
間

に
受
取
人
欄
に
B
と
補
充
さ
れ
、
そ
し
て
、
X
が
B
か
ら
割
引
依
頼

を
受
け
て
裏
書
に
よ
り
こ
れ
を
取
得
す
る
に
至
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
X
が
Y
に
対
し
て
手
形
金
の
支
払
を
求
め
た
の
が
本
件

で
あ
る
。
X
は
、
本
件
手
形
が
C
が
Y
代
表
者
名
義
の
捺
印
（
以
下
、

「
代
表
者
印
」
と
い
う
。
）
を
盗
用
、
偽
造
す
る
こ
と
に
よ
り
振
り
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
手
形
が
流
通
し
た
帰
責
性

は
代
表
者
印
の
管
理
を
怠
っ
た
Y
に
あ
り
、
他
方
、
X
は
本
件
手
形

が
真
正
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
外
観

理
論
の
適
用
に
よ
り
Y
は
手
形
責
任
を
負
担
す
る
、
と
主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
Y
は
、
X
が
本
件
手
形
が
真
正
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
信
じ
た
と
し
て
も
、
①
本
件
手
形
面
の
収
入
印
紙
に
消
印
が

な
い
こ
と
、
②
本
件
手
形
の
切
取
線
上
に
割
印
が
な
い
こ
と
、
③
本

件
手
形
の
振
出
の
有
効
性
に
つ
い
て
調
査
し
て
お
ら
ず
、
一
般
的
な

信
用
調
査
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
た
こ
と

に
つ
き
X
に
は
過
失
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
請
求
認
容

「
真
実
と
外
観
と
が
異
な
る
場
合
に
も
、
本
人
に
外
観
を
作
出
し
た

こ
と
に
責
む
べ
き
事
由
が
あ
り
、
そ
し
て
相
手
方
が
そ
の
よ
う
な
外

観
を
真
実
と
誤
認
す
る
こ
と
に
つ
き
十
分
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

本
人
を
し
て
外
観
に
基
づ
く
責
任
を
負
担
せ
し
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
示
の
と
お
り
、
本
件
手
形
は

C
が
Y
代
表
者
印
を
盗
用
し
、
振
出
署
名
を
偽
造
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
第
三
者
で
あ
る
X
と
す
れ
ば
、
権
限
の
な
い
者
に
よ
っ
て
押
捺

さ
れ
た
こ
と
を
判
別
す
る
方
法
は
全
く
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
他
方
、

Y
代
表
者
は
代
表
者
印
が
捺
印
さ
れ
る
と
本
件
手
形
が
有
効
に
成
立

す
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
代
表
者
印
の
存
在
に
つ
い
て
知
っ
て

い
る
C
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
代
表
者
印
を
放
置
し
た
ま
ま
、
C
を

残
し
て
席
を
離
れ
て
お
り
、
そ
の
隙
に
C
が
代
表
者
印
を
盗
用
し
て
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本
件
手
形
の
振
出
を
偽
造
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、

本
件
手
形
が
流
通
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
Y
が
代
表
者
印
の
保
管

に
つ
き
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
帰
責
事
由
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
名
義
人
で
あ
る
Y
が
本

件
手
形
上
の
責
任
を
負
わ
し
め
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、
Y
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
本
件
手

形
面
の
収
入
印
紙
に
消
印
が
な
い
こ
と
や
、
本
件
手
形
の
切
取
線
上

に
割
印
が
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
手
形
の
効
力
を

左
右
す
る
事
情
で
は
な
い
し
、
本
件
手
形
を
割
り
引
く
に
つ
き
盗
難

ま
た
は
偽
造
等
の
事
故
手
形
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱
か
せ
る
に

足
り
る
事
情
と
も
い
え
な
い
。

　
か
え
っ
て
、
証
拠
に
よ
れ
ば
、
本
件
手
形
が
手
形
割
引
さ
れ
る
以

前
に
も
別
の
Y
振
出
の
約
束
手
形
が
B
に
よ
り
割
引
の
た
め
X
に
持

ち
込
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
Y
の
取
引
銀
行
で
あ
る

H
銀
行
－
支
店
に
対
し
Y
の
取
引
振
り
等
に
つ
い
て
照
会
し
た
り
、

情
報
収
集
に
よ
り
信
用
調
査
を
し
、
そ
の
上
で
右
手
形
が
決
済
さ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
本
件
手
形
が
B
に
よ
り
持
ち
込
ま
れ
た
際

に
は
、
X
の
手
形
割
引
担
当
者
で
あ
っ
た
D
が
、
手
形
要
件
の
審
査

の
他
に
、
融
通
手
形
で
あ
る
か
否
か
の
調
査
の
た
め
、
B
代
表
者
か

ら
手
形
の
原
因
関
係
が
請
負
工
事
代
金
で
あ
る
こ
と
を
聴
取
し
、
請

負
工
事
現
場
に
赴
い
て
裏
付
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
右
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
X
と
し
て
は
十
分
に
慎
重
な
調
査
を
行
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
Y
又
は
Y
の
取
引
銀
行
に

対
し
本
件
手
形
が
有
効
か
否
か
照
会
す
る
な
ど
、
振
出
署
名
の
真
否

を
確
認
し
な
か
っ
た
こ
と
が
過
失
に
当
た
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
、
権
利
外
観
理
論
に
よ
り
、
Y
は
本
件
手
形
の
振

出
責
任
を
免
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

〔
研
　
究
〕

　
判
旨
賛
成

一
　
本
判
決
は
、
偽
造
手
形
の
第
三
取
得
者
に
よ
る
手
形
金
請
求
に

対
し
て
、
正
面
か
ら
「
権
利
外
観
理
論
」
（
菊
①
o
算
霧
9
巴
日
箒
o
－

ユ
①
）
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
偽
造
者
の
手
形
責
任
を
認
め

た
初
め
て
の
裁
判
例
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
件
は
か
な
り

特
殊
な
事
案
で
は
あ
る
が
、
被
偽
造
者
Y
が
代
表
者
印
の
保
管
に
つ

き
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
点
に
帰
責
事
由
が
あ
る
こ
と
な
ど
、

本
判
決
は
「
権
利
外
観
理
論
」
を
適
用
す
る
た
め
の
要
件
を
具
体
的

に
認
定
し
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
裁
判
例
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

二
　
本
件
で
は
、
C
が
Y
に
対
し
て
「
有
限
会
社
W
か
ら
、
同
社
振
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出
の
手
形
を
割
引
に
付
し
た
こ
と
で
責
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
見
せ

手
形
と
し
て
Y
振
出
の
手
形
を
貸
し
て
ほ
し
い
」
旨
を
懇
請
し
て
い

る
。
見
せ
手
形
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
所
持
人
の
資
力
を
仮
装
す
る
目
的

を
も
っ
て
、
他
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
、
振
り
出
さ
れ
た

手
形
の
こ
と
を
い
う
（
河
本
一
郎
「
詐
欺
に
よ
る
手
形
行
為
『
見
せ

手
形
』
の
抗
弁
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
（
新
版
）
三
四
頁
）
。
要

す
る
に
、
見
せ
手
形
は
、
第
三
者
に
「
見
せ
る
」
と
い
う
目
的
の
た

め
だ
け
に
振
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
手

形
は
、
え
て
し
て
約
束
に
反
し
て
、
他
に
譲
渡
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
多
い
（
河
本
一
郎
性
田
邊
光
政
・
約
束
手
形
法
入
門
〔
第
五
版
〕

四
八
頁
）
。
本
件
に
お
い
て
、
Y
代
表
者
A
は
　
　
見
せ
手
形
の
振

出
依
頼
契
約
に
は
応
じ
て
み
た
も
の
の
ー
本
件
手
形
が
転
報
流
通

し
、
善
意
の
第
三
者
の
手
に
渡
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
、
Y
代
表
者
A
は
　
　
賢
明
に
も
1
金
額
、
振
出

日
及
び
支
払
期
日
欄
に
の
み
記
入
し
、
振
出
人
欄
に
Y
の
記
名
印
を

押
捺
し
た
だ
け
で
、
代
表
者
印
を
押
捺
す
る
こ
と
な
く
、
受
取
人
欄

白
地
で
、
本
件
手
形
を
C
に
交
付
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
「
本
件

手
形
は
偽
造
手
形
で
あ
る
の
か
否
か
」
と
い
う
点
を
判
断
す
る
前
に
、

そ
の
前
提
と
し
て
「
本
件
手
形
の
振
出
が
法
人
の
手
形
行
為
の
方
式

と
し
て
有
効
で
あ
る
の
か
否
か
」
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
。

　
法
人
の
代
表
機
関
が
法
人
の
た
め
に
手
形
行
為
を
す
る
場
合
に
は
、

例
え
ば
「
甲
株
式
会
社
代
表
取
締
役
乙
㊥
」
と
い
う
よ
う
に
、
法
人

の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
代
表
機
関
自
身
が
自
署
ま
た
は
記
名

捺
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
、
我
が
国
の
判
例
・
多

数
説
で
あ
る
（
最
判
昭
和
四
】
年
九
月
二
二
日
民
集
二
〇
巻
七
号
一

三
七
五
頁
、
松
本
丞
…
治
・
手
形
法
四
八
頁
、
田
中
耕
太
郎
・
手
形
法

小
切
手
法
概
論
一
四
一
頁
、
伊
澤
孝
平
・
手
形
法
・
小
切
手
法
七
一

頁
、
大
隅
健
一
郎
H
河
本
一
郎
・
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
七
八

頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
の
中
に
は
、
法
人
の
手
形
行
為
の
方

式
と
し
て
、
例
え
ば
「
甲
株
式
会
社
㊥
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
代

表
機
関
が
法
人
の
名
称
を
記
載
し
て
法
人
の
印
章
を
押
捺
す
る
こ
と

を
認
め
て
も
よ
い
と
す
る
見
解
（
竹
田
省
・
手
形
法
小
切
手
法
一
七

頁
、
二
六
頁
）
や
、
法
人
の
代
表
機
関
が
法
人
の
記
名
捺
印
を
す
る

こ
と
の
み
な
ら
ず
、
代
表
機
関
が
直
接
法
人
名
を
手
書
き
す
る
こ
と

も
認
め
て
も
よ
い
と
す
る
見
解
（
鈴
木
竹
雄
・
手
形
法
・
小
切
手
法

一
六
四
頁
）
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
手
形
面

上
に
Y
の
記
名
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
代
表
者
印
は
押
捺

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
前
記
い
ず
れ
の
見
解
に
従
っ
て
判
断
し
て
も
、

法
人
の
記
名
捺
印
と
し
て
は
不
適
法
で
あ
り
、
手
形
の
要
式
証
券
性

か
ら
判
断
す
れ
ば
、
本
件
手
形
は
要
件
不
備
の
「
不
完
全
無
効
手

形
」
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
手
形
の
振
出
は
法
人
の
手
形
行
為
の
方
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式
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
件
に
お
い
て
、
C
が
Y
に
対

し
て
見
せ
手
形
の
振
出
を
依
頼
し
て
き
た
経
緯
を
考
え
合
わ
せ
る
と

き
、
Y
代
表
者
A
が
見
せ
手
形
の
振
出
依
頼
契
約
に
違
反
し
て
ま
で

本
件
手
形
の
振
出
署
名
を
意
図
的
に
完
成
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
本

件
手
形
が
転
報
流
通
し
て
善
意
の
第
三
者
の
手
に
渡
る
こ
と
を
阻
止

す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
評
価
し
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
続
い
て
問
題

に
な
る
の
が
「
本
件
手
形
は
偽
造
手
形
で
あ
る
の
か
否
か
」
と
い
う

点
で
あ
る
。
Y
代
表
者
A
は
右
の
よ
う
な
「
不
完
全
無
効
手
形
」
を

C
に
交
付
し
て
、
C
を
そ
の
場
に
残
し
た
ま
ま
約
三
〇
分
ほ
ど
席
を

離
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
隙
を
み
て
、
C
が
本
件
手
形
面
上
に
Y
の
代

表
者
印
を
盗
捺
し
、
こ
れ
を
流
通
に
置
い
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、
Y
代
表
者
A
は
、
本
件
手
形
が
転
報
流
通
し
て
善
意
の
第
三
者

の
手
に
渡
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
C
に
対
し
て
意
図
的
に

「
不
完
全
無
効
手
形
」
を
交
付
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か

ら
判
断
し
て
も
、
Y
は
C
に
対
し
て
代
表
者
印
の
押
捺
を
委
託
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
に
、
C
が
代
表
者
印

を
本
件
手
形
に
勝
手
に
捺
印
し
た
と
こ
ろ
で
、
Y
の
真
正
な
振
出
署

名
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
本
件
手
形
は
C
の
「
偽

造
」
に
よ
っ
て
振
り
出
さ
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
同
旨
、
今
泉
邦
子
「
本
件
判
批
」
南
山
法
学
二
四
巻
三
号
一
二
一

頁
）
。
従
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
に
賛
成
で
あ
る

（
こ
れ
に
対
し
て
、
土
橋
正
教
授
は
、
本
件
を
「
偽
造
」
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
同
「
本
件
判
批
」
青

山
法
学
論
集
四
二
巻
一
号
七
七
頁
）
。

　
し
か
し
、
X
は
ー
本
件
偽
造
手
形
を
取
得
す
る
際
に
ー
「
本

件
手
形
が
真
正
に
作
成
さ
れ
た
」
も
の
と
信
じ
て
い
る
の
で
、
本
件

で
は
「
権
利
外
観
理
論
（
勾
0
3
富
零
冨
ぎ
甚
8
ユ
①
）
の
適
用
に
よ

り
、
被
偽
造
者
Y
が
本
件
偽
造
手
形
の
第
三
取
得
者
X
に
対
し
て
手

形
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
否
か
」
と
い
う
点
が
問
題

に
な
り
、
こ
れ
が
本
件
の
争
点
で
あ
る
。

三
　
手
形
の
偽
造
と
は
、
権
限
の
な
い
者
が
他
人
の
署
名
を
偽
り
、

そ
の
他
人
が
手
形
行
為
を
な
し
た
か
の
よ
う
な
外
観
を
作
出
す
る
こ

と
を
い
う
（
伊
澤
孝
平
「
手
形
の
偽
造
及
び
攣
造
」
法
学
六
巻
五
号

六
頁
、
納
富
義
光
・
手
形
法
・
小
切
手
法
論
二
二
一
頁
、
木
内
宜

彦
・
手
形
法
小
切
手
法
（
第
二
版
）
八
八
頁
、
川
村
正
幸
・
手
形
法

小
切
手
法
八
五
頁
、
倉
澤
康
一
郎
・
手
形
判
例
の
基
礎
四
三
頁
）
。

手
形
の
偽
造
の
場
合
に
は
、
被
偽
造
者
と
し
て
は
、
手
形
上
に
自
己

の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
自
分
で
署
名
し
て
い
な
い
の
で
、

そ
の
行
為
の
効
果
を
自
分
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
し
、

偽
造
者
と
し
て
も
、
手
形
上
に
自
分
の
署
名
を
し
て
い
な
い
の
で
、

そ
の
手
形
行
為
は
形
式
的
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
（
倉
澤
・
前

掲
・
手
形
判
例
の
基
礎
四
四
頁
）
、
手
形
の
偽
造
の
場
合
に
は
、
手
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形
上
に
有
効
な
意
思
表
示
を
し
て
い
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
従
っ
て
、

偽
造
の
手
形
行
為
は
絶
対
的
に
無
効
で
あ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
手

形
法
七
条
も
「
署
名
者
若
ク
ハ
其
ノ
本
人
二
義
務
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
コ

ト
能
ハ
ザ
ル
署
名
」
の
例
の
一
つ
と
し
て
「
偽
造
ノ
署
名
」
を
挙
げ

て
お
り
、
手
形
法
自
体
が
右
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
同
様
に
、
従
来
の
判
例
も
、
偽
造
の
手
形
行
為
は
絶
対
的
に
無
効

で
あ
り
、
被
偽
造
者
も
（
最
判
昭
和
二
七
年
一
〇
月
二
一
日
民
集
六

巻
九
号
八
四
一
頁
）
、
偽
造
者
も
（
大
判
大
正
一
二
年
三
月
一
四
日

民
集
二
巻
一
〇
三
頁
）
、
手
形
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
、
と
判

示
し
て
き
た
。

四
　
し
か
る
に
、
今
日
、
判
例
は
、
い
わ
ゆ
る
「
代
行
方
式
」
（
機

関
方
式
）
に
よ
る
無
権
限
者
の
手
形
行
為
に
関
し
て
、
表
見
代
理
に

関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
被
偽
造
者
が
手
形
責
任
を
負
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
判
示
す
る
に
至
っ
て
い
る

（
最
判
昭
和
四
三
年
＝
一
月
二
一
日
民
集
二
二
巻
一
三
号
三
三
八
二

頁
）
。
そ
の
際
、
判
例
は
、
次
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
よ
り
、
被
偽

造
者
の
手
形
責
任
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
民
法
一

一
〇
条
の
「
正
当
ノ
理
由
」
に
関
し
て
、
「
受
取
人
が
右
代
理
人
に

振
出
の
権
限
あ
る
も
の
と
信
ず
る
べ
き
正
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
に

限
る
」
と
し
て
（
最
判
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
二
日
民
集
一
五
巻
一

一
号
二
七
五
六
頁
）
、
「
代
理
権
」
（
代
行
権
限
）
に
対
す
る
信
頼
を

同
条
を
適
用
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
要
件
を
緩
和

し
て
「
相
手
方
が
本
人
が
真
正
に
こ
れ
を
振
り
出
し
た
も
の
と
信
ず

る
に
つ
き
、
正
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
」
に
も
（
最
判
昭
和
三
九
年

九
月
一
五
日
民
集
一
八
巻
七
号
一
四
三
五
頁
）
、
民
法
二
〇
条
を

類
推
適
用
し
て
、
被
偽
造
者
の
手
形
責
任
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
「
第
三
者

の
範
囲
」
を
実
質
的
に
理
解
し
て
（
最
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
九
日

金
融
・
商
事
判
例
五
四
一
号
三
頁
）
、
こ
れ
を
無
権
代
理
行
為
の

「
直
接
の
相
手
方
」
に
限
定
す
る
（
前
掲
・
最
判
昭
和
三
六
年
一
二

月
一
二
日
）
。
こ
れ
ら
の
立
場
を
前
提
と
し
て
、
直
接
の
相
手
方
の

も
と
で
表
見
代
理
の
要
件
が
備
わ
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
手
形
取

得
者
が
悪
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
偽
造
者
は
手
形
上
の
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
前
掲
・
最
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
九

日
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
直
接
の
相
手
方
の
も
と
で
表
見
代
理
の
要

件
が
備
わ
ら
な
い
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
の
後
の
手
形
取
得
者
が
善

意
で
あ
っ
て
も
、
被
偽
造
者
は
手
形
上
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い

（
前
掲
・
最
判
昭
和
三
六
年
二
一
月
一
二
日
）
。

　
要
す
る
に
、
右
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
は
、
手
形
の
偽
造
を
「
無

権
限
者
に
よ
る
手
形
行
為
の
代
行
」
（
H
無
権
代
行
）
と
し
て
と
ら

え
、
手
形
の
偽
造
と
手
形
行
為
の
無
権
代
理
と
の
構
造
上
の
類
似
性
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を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
形
の
偽
造
の
場
合
に
も
表
見
代
理
に
関

す
る
規
定
の
類
推
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

手
形
行
為
の
代
行
に
お
け
る
「
名
義
人
の
記
載
」
と
手
形
行
為
の
代

理
に
お
け
る
「
本
人
の
記
載
」
を
と
も
に
「
効
果
帰
属
者
の
記
載
」

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
形
の
偽
造
と
手
形
行
為
の
無
権

代
理
と
の
構
造
上
の
類
似
性
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
。

五
　
し
か
し
な
が
ら
、
私
見
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
判
例
の
立
場

に
は
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
手
形
の
偽
造
を
「
無
権
限
者
に
よ

る
手
形
行
為
の
代
行
」
と
し
て
と
ら
え
て
も
、
次
の
よ
う
な
理
由
か

ら
、
手
形
の
偽
造
と
手
形
行
為
の
無
権
代
理
と
の
間
に
は
構
造
上
の

類
似
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
両
者
を
法
的
に
パ
ラ
レ
ル
に
取

り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
手
形
行
為
は
署
名
を
要
素
と
す
る
要
式
の
法
律
行
為
で
あ
る
か
ら
、

手
形
行
為
の
代
理
の
場
合
に
は
「
行
為
者
」
で
あ
る
「
代
理
人
」
が

署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
「
本
人
」
の
表
示
は

「
効
果
帰
属
者
」
の
記
載
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
手
形
行
為
の
代
理
の

場
合
に
は
、
「
代
理
人
」
と
「
本
人
」
と
い
う
二
人
の
独
立
し
た
意

思
主
体
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
意
思
表
示
」
と
「
効
果
帰
属
」
と

い
う
異
な
っ
た
機
能
を
分
担
す
る
わ
け
で
あ
る
（
倉
澤
康
一
郎
「
手

形
小
切
手
行
為
の
代
理
・
代
行
」
現
代
手
形
小
切
手
法
講
座
第
二
巻

一
七
八
頁
、
小
橋
一
郎
「
手
形
署
名
の
代
行
と
偽
造
・
無
権
代
理
と

の
関
係
」
法
学
教
室
一
号
（
第
一
期
）
五
七
頁
）
。
そ
れ
故
に
、
手

形
行
為
の
無
権
代
理
の
場
合
に
は
、
無
権
代
理
人
に
よ
る
手
形
行
為

が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
り
、
た
だ
単
に
代
理
権
が
欠

け
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
法
律
効
果
が
本
人
に
対
し
て
帰
属
し
な
い

だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
手
形
行
為
の
代
行
の
場
合
に
は
、
「
行
為
者
」

と
し
て
の
「
本
人
」
の
署
名
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
効
果
帰
属

者
」
の
記
載
と
し
て
で
は
な
く
、
「
意
思
表
示
の
方
式
的
要
素
」
と

し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
（
倉
澤
・
前
掲
「
手
形
小
切
手
行
為
の
代

理
・
代
行
」
一
七
八
頁
）
。
つ
ま
り
、
代
行
の
場
合
に
は
、
行
為
者

で
あ
る
「
本
人
」
自
身
が
「
意
思
表
示
者
」
か
つ
「
効
果
帰
属
者
」

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
代
行
者
」
は
1
独
立
の
意
思
主
体

と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
ー
あ
く
ま
で
も
本
人
の
意
思
表
示

を
補
助
す
る
「
表
示
機
関
」
と
し
て
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
倉

澤
・
前
掲
「
手
形
小
切
手
行
為
の
代
理
・
代
行
」
一
七
八
頁
）
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
無
権
限
者
に
よ
る
手
形
行
為
の
代
行
」
（
H

手
形
の
偽
造
）
の
場
合
に
は
、
無
権
代
行
者
は
本
人
の
「
表
示
機

関
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
こ
に
「
代
行
行
為
」

が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
の
で
（
倉
澤
・
前
掲
「
手
形
小
切
手
行
為

の
代
理
・
代
行
」
一
八
三
頁
）
、
本
人
の
手
形
行
為
も
成
立
し
な
い
。

要
す
る
に
、
手
形
の
偽
造
の
場
合
に
は
、
誰
の
手
形
行
為
も
存
在
し
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て
お
ら
ず
（
小
橋
・
前
掲
「
手
形
署
名
の
代
行
と
偽
造
・
無
権
代
理

と
の
関
係
」
五
七
頁
）
、
「
無
権
代
行
」
と
い
う
は
「
勝
手
に
他
人
名

義
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
の
言
葉
の
綾
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

（
倉
澤
・
前
掲
・
手
形
判
例
の
基
礎
五
一
頁
）
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
手
形
の
偽
造
と
手
形
行
為
の
無
権
代
理
と
の

間
に
は
構
造
上
の
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
私
見
と
し
て

は
、
手
形
の
偽
造
に
つ
い
て
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
を
類
推
適
用

す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

六
　
ま
た
、
実
質
的
に
考
え
て
も
、
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
の
類

推
適
用
に
よ
り
、
偽
造
手
形
の
第
三
取
得
者
に
対
す
る
被
偽
造
者
の

手
形
責
任
を
認
め
よ
う
と
す
る
判
例
の
立
場
に
は
、
次
の
よ
う
な
問

題
点
が
含
ま
れ
て
お
り
、
根
本
的
な
解
決
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
第
一
に
、
判
例
の
立
場
で
は
、
偽
造
行
為
の
直
接
の
相
手
方
の
も

と
で
表
見
代
理
の
要
件
が
備
わ
ら
な
い
限
り
、
被
偽
造
者
の
手
形
責

任
が
否
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
後
の
手
形
取
得
者
は
表
見
代
理
の
規

定
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、
表
見
代
理
に

関
す
る
規
定
に
よ
り
手
形
取
得
者
を
救
済
す
る
こ
と
に
は
自
ら
限
界

が
あ
る
（
鈴
木
竹
雄
「
手
形
の
偽
造
・
変
造
」
商
法
研
究
－
三
二
九

頁
）
。

　
第
二
に
、
代
行
方
式
に
よ
る
手
形
行
為
の
場
合
に
は
、
代
理
で
あ

る
旨
が
手
形
面
上
に
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
手
形
取
得
者
と
し
て

は
手
形
面
上
か
ら
「
誰
が
行
為
者
で
あ
る
の
か
」
を
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
無
権
限
者
に
よ
る
手
形
行
為
の
代
行

に
つ
い
て
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
が
可
能
で
あ
る
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
手
形
取
得
者
の
面
前
で
無
権
限
者
に
よ
っ
て
本

人
名
義
の
手
形
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
表
見
代

理
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
者
は
ー
実
際

に
は
i
皆
無
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
（
同
旨
、
大
森
忠
夫
「
手
形

行
為
と
表
見
代
理
」
手
形
小
切
手
法
判
例
百
選
（
新
版
）
五
一
頁
、

大
隅
健
一
郎
「
手
形
行
為
と
表
見
代
理
に
お
け
る
第
三
者
」
商
法
の

諸
問
題
四
〇
七
頁
）
。

　
第
三
に
、
表
見
代
理
の
規
定
の
要
件
を
緩
和
し
て
、
相
手
方
が
本

人
の
振
出
行
為
が
あ
る
と
信
ず
る
こ
と
に
つ
き
正
当
の
理
由
が
あ
る

場
合
に
も
、
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
を
認
め
る
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
相
手
方
の
信
頼
は
も
は
や
「
代

理
権
」
（
代
行
権
限
）
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
「
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
が
本
人
・
代
理

人
・
第
三
者
と
い
う
三
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
」
こ
と
を
無

視
し
た
解
釈
で
あ
る
（
同
旨
、
小
橋
一
郎
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑

誌
五
二
巻
四
号
一
二
八
頁
）
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
手
形
偽
造
の
場
合
に
、
当
該
手
形
の
第
三
取

得
者
に
対
す
る
被
偽
造
者
の
手
形
責
任
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
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む
し
ろ
「
権
利
外
観
理
論
」
（
菊
o
魯
富
ω
3
虫
旨
箒
o
ユ
①
）
に
そ
の
根

拠
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
大
森
・
前
掲
五
一
頁
、
河
本
H
田

邊
・
前
掲
九
七
頁
）
。

七
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
手
形
偽
造
の
場
合
に
は
、
表
見
代
理
に
関

す
る
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
被
偽
造
者
の
手
形
責
任
を
認
め
よ

う
と
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
判
例
理
論
に

従
っ
て
本
件
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
と
、
本
件
偽
造
手
形
の
第

三
取
得
者
X
に
対
す
る
被
偽
造
者
Y
の
手
形
責
任
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
ず
、
本
件
は
判
例
理
論
の
射
程
の
範
囲
外
に
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
。

　
ま
ず
、
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
本
件
手
形
の
第
三
取
得

者
X
が
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
偽
造
者
C
か
ら
本
件
手
形
を
取

得
し
た
W
の
も
と
で
表
見
代
理
の
要
件
が
備
わ
っ
た
」
と
い
う
こ
と

を
X
自
身
が
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
件
で
は
、

X
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
・
立
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
本

件
で
は
、
X
は
「
本
件
手
形
が
真
正
に
作
成
さ
れ
た
」
も
の
と
信
じ

て
取
得
し
て
い
る
の
で
、
X
の
「
代
理
権
」
（
代
行
権
限
）
に
対
す

る
信
頼
は
存
在
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し

て
、
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
被
偽
造
者
Y
の

手
形
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
民
法
一
〇
九
条
「
本
人
に
よ

る
代
理
権
授
与
の
表
示
」
、
同
二
〇
条
「
代
理
人
の
権
限
鍮
越
」
、

同
一
二
一
条
「
代
理
権
の
消
滅
」
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
よ
う
な

事
情
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
件
で
は
、
被
偽
造
者
Y

と
偽
造
者
C
と
の
間
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は
存
在
し
て
い
な
い
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
本
件
で
は
、
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
の
類
推

適
用
に
よ
り
、
本
件
偽
造
手
形
の
第
三
取
得
者
X
に
対
し
て
被
偽
造

者
Y
の
手
形
責
任
を
認
め
る
た
め
の
実
質
的
な
基
盤
が
欠
落
し
て
い

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
従
来
、
表
見
代
理
に
関
す
る
規
定
の
類
推
適
用
に
よ
り
被
偽
造
者

の
手
形
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
民
法
七
一
五

条
の
「
使
用
者
責
任
」
が
問
わ
れ
て
き
た
。
手
形
の
偽
造
に
つ
い
て

「
使
用
者
責
任
」
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

偽
造
者
が
被
偽
造
者
の
被
用
者
で
あ
り
、
手
形
の
偽
造
が
使
用
者
の

事
業
の
執
行
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
使
用
者
が
被
用
者
の
監
督
を
怠
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
被
偽
造
者

Y
と
偽
造
者
C
と
の
間
に
は
「
雇
用
関
係
」
が
存
在
し
な
い
の
で
、

本
件
偽
造
手
形
の
第
三
取
得
者
X
は
被
偽
造
者
Y
に
対
し
て
民
法
七

一
五
条
の
「
使
用
者
責
任
」
を
追
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
本
件
は
ー
こ
れ
ま
で
の
判
例
の

考
え
方
に
従
っ
た
の
で
は
ー
偽
造
手
形
の
第
三
取
得
者
X
が
被
偽

造
者
Y
に
対
し
て
何
ら
責
任
追
求
で
き
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
本
判
決
が
「
権
利
外
観
理
論
」
（
菊
①
魯
3
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ω
魯
Φ
一
旨
冨
〇
二
Φ
）
を
正
面
か
ら
適
用
し
、
偽
造
手
形
の
第
三
取
得

者
X
に
対
す
る
被
偽
造
者
Y
の
手
形
責
任
を
認
め
た
点
は
、
こ
れ
を

評
価
す
べ
き
で
あ
る
（
庄
子
良
男
「
本
件
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー

ク
ス
ニ
O
O
O
〈
下
〉
二
六
頁
、
笹
本
幸
祐
「
本
件
判
批
」
法
学

セ
ミ
ナ
ー
五
四
八
号
一
一
七
頁
）
。

八
　
「
権
利
外
観
理
論
」
（
園
Φ
3
房
ω
9
巴
日
箒
o
ユ
①
）
は
、
二
〇
世

紀
の
初
頭
に
国
ヨ
曾
鼠
8
玄
が
提
唱
し
た
学
説
で
あ
る
が
、
手
形

債
務
は
1
原
則
と
し
て
ー
あ
る
者
が
有
効
な
手
形
行
為
（
交
付

契
約
）
を
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
が
、
正
常
な
手
形
行
為

が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
者
が
有
効
に
手
形
債
務
を
負

担
し
た
か
の
よ
う
な
権
利
外
観
を
有
責
的
に
作
り
出
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
権
利
外
観
を
信
頼
し
た
者
に
対
し
て
手
形
責
任
を
負
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
q
霧
o
玄
）
≦
9
房
巴
－
一
旨
α

ω
魯
①
o
ξ
Φ
o
窪
」
3
ρ
ω
」
8
．
）
。
そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
「
権
利

外
観
理
論
」
を
適
用
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
は
、
①
「
外
観
作
出

の
帰
責
性
」
、
⑭
「
真
実
ら
し
い
外
観
の
存
在
」
、
㈹
「
手
形
取
得
者

の
信
頼
」
と
い
う
三
つ
の
要
件
が
必
要
で
あ
る
（
田
邊
光
政
・
手
形

流
通
の
法
解
釈
三
一
頁
、
加
藤
勝
郎
「
手
形
行
為
の
表
見
代
理
」
判

例
手
形
小
切
手
法
（
伊
澤
還
暦
記
念
）
八
五
頁
、
庄
子
良
男
・
手
形

抗
弁
論
二
二
頁
、
川
村
正
幸
「
判
例
批
評
」
金
融
・
商
事
判
例
五

五
七
号
五
八
頁
）
。
以
下
で
は
、
本
件
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し

て
み
よ
う
。

　
ま
ず
初
め
に
問
題
と
な
る
の
が
、
①
「
外
観
作
出
の
帰
責
性
」
と

い
う
要
件
で
あ
る
。
手
形
の
偽
造
の
場
合
に
は
、
「
手
形
行
為
が
有

効
に
成
立
し
た
」
と
い
う
外
観
を
作
り
出
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で

も
偽
造
者
な
の
で
、
被
偽
造
者
に
は
ー
原
則
と
し
て
ー
「
外
観

作
出
の
帰
責
性
」
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
権
利
外
観
理
論
の
提

唱
者
で
あ
る
鼠
8
玄
に
よ
る
と
、
手
形
の
偽
造
の
場
合
に
も
、
被

偽
造
者
に
手
形
責
任
を
負
わ
せ
て
も
よ
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
、
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
被
偽
造
者
が
「
偽
造
者
が
自
分
と
同
一
人
者
で
あ
る
」

と
い
う
外
観
を
惹
起
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
鼠
8
玄
に
よ
る
と
、

そ
の
外
観
は
単
な
る
不
作
為
に
よ
っ
て
も
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
鼠
8
獣
は
、
偽
造
者
に
よ
っ
て
作
出
さ

れ
た
偽
造
の
表
示
を
ー
そ
れ
を
通
常
の
努
力
に
よ
っ
て
妨
げ
、
又

は
、
証
券
を
流
通
か
ら
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
　
　
不
注
意
で
流
通
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
場
合
、
お
よ
び
、

名
義
人
が
、
偽
造
を
知
る
時
に
、
特
別
な
理
由
な
し
に
、
署
名
の
真

否
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
沈
黙
す
る
場
合
を
挙
げ
て
い

る
（
鼠
8
9
p
穿
○
こ
ψ
謡
O
閃
昌
」
●
川
村
・
前
掲
「
判
例
批
評
」

五
八
頁
、
同
・
前
掲
・
手
形
・
小
切
手
法
八
六
頁
）
。
同
様
に
、

Ω
き
曽
≦
一
一
冨
言
O
窪
費
冨
も
、
署
名
偽
造
の
場
合
に
は
例
外
が

存
在
し
、
手
形
の
潜
在
的
取
得
者
が
名
義
人
に
「
署
名
は
真
正
で
あ
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る
か
否
か
」
ま
た
は
「
手
形
に
異
常
は
な
い
か
否
か
」
を
照
会
し
、

名
義
人
が
署
名
の
真
正
性
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
名
義
人
は
帰
責

的
に
外
観
を
作
出
し
て
い
る
の
で
、
名
義
人
は
手
形
責
任
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
署
名
の
真
正
性
の
照
会
に
対
し
て
名
義

人
が
沈
黙
し
て
い
る
場
合
に
も
、
沈
黙
の
中
に
帰
責
性
の
あ
る
外
観

が
存
在
す
る
限
り
、
名
義
人
は
手
形
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
し
て
い
る
（
〇
四
コ
四
鼠
9
0
震
国
ぎ
≦
①
目
α
⊆
P
窃
四
⊆
ω
ω
9
冨
ゆ

一
ヨ
≦
①
ほ
℃
四
〇
一
①
霞
①
O
げ
戸
旨
』
ω
一
〇
刈
ド
ω
●
轟
“
“
h
“
α
O
『
9
0
一
①
く
①
雫

件
轟
仁
①
昌
ω
ゴ
亀
ε
コ
鵬
一
ヨ
α
①
旨
ω
o
げ
Φ
o
℃
ユ
く
簿
お
o
耳
り
一
零
一
9
ψ

N
お
ご
Q

　
こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
国
で
は
、
冒
用
さ
れ
た
印
鑑
が
実
印
や
銀

行
へ
の
届
出
印
で
あ
り
、
そ
の
印
鑑
の
保
管
を
他
人
に
委
ね
た
場
合

に
、
被
偽
造
者
の
「
外
観
作
出
の
帰
責
性
」
を
肯
定
す
る
見
解
が
多

い
（
木
内
宜
彦
「
手
形
債
務
の
有
効
性
に
関
す
る
抗
弁
」
手
形
抗
弁

の
理
論
二
三
三
頁
、
川
村
・
前
掲
「
判
例
批
評
」
五
九
頁
）
。
す
な

わ
ち
、
我
が
国
で
は
、
手
形
法
八
二
条
が
「
本
法
二
於
テ
署
名
ト
ア

ル
ハ
記
名
捺
印
ヲ
含
ム
」
と
規
定
し
て
お
り
、
記
名
捺
印
の
場
合
に

は
／
目
署
の
場
合
と
比
べ
て
1
極
め
て
容
易
に
手
形
を
偽
造
す

る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
手
形
の
第
三
取
得
者
に
は
そ
れ
を
判
別

す
る
方
法
が
な
い
の
で
、
手
形
取
引
の
動
的
安
全
の
見
地
か
ら
、
記

名
捺
印
に
つ
い
て
は
、
そ
の
固
有
の
帰
責
性
の
要
件
が
考
察
さ
れ
て

い
る
（
川
村
・
前
掲
「
判
例
批
評
」
五
八
頁
）
。
つ
ま
り
、
右
の
見

解
で
は
、
印
鑑
の
保
管
を
他
人
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
被
偽
造
者

が
「
手
形
偽
造
の
危
険
」
を
作
り
出
し
た
と
い
う
点
に
「
外
観
作
出

の
帰
責
性
」
が
求
め
ら
れ
て
お
り
（
川
村
・
前
掲
「
判
例
批
評
」
五

九
頁
）
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
前
述
の
量
8
玄
や
O
餌
＝
巽
房
の
見

解
に
比
べ
る
と
、
「
外
観
作
出
の
帰
責
性
」
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

　
実
印
や
銀
行
へ
の
届
出
印
が
手
形
偽
造
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、

被
偽
造
者
自
身
が
当
該
手
形
を
作
成
し
た
と
い
う
蓋
然
性
が
極
め
て

高
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
真
実
ら
し
い
外
観
」
が
作
出
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
、
熾
「
取
得
者
の
信
頼
」
の
と
こ
ろ
で
後
述
す
る
よ
う
に
、

手
形
取
得
者
に
対
し
て
は
過
度
の
調
査
義
務
を
要
求
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
鑑
み
る
と
き
、
記
名
捺
印
に
つ
い

て
は
1
手
形
取
引
の
動
的
安
全
の
見
地
か
ら
　
　
そ
の
固
有
の
帰

責
性
の
要
件
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故

に
、
私
見
と
し
て
も
、
記
名
捺
印
に
つ
い
て
は
「
外
観
作
出
の
帰
責

性
」
を
拡
大
し
、
被
偽
造
者
が
「
手
形
偽
造
の
危
険
」
を
作
り
出
し

た
点
に
帰
責
性
を
求
め
る
立
場
に
賛
成
し
た
い
。
た
だ
し
、
右
の
見

解
が
印
鑑
の
保
管
を
他
人
に
委
ね
た
場
合
に
し
か
「
外
観
作
出
の
帰

責
性
」
を
認
め
な
い
点
に
は
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
印
鑑
の
保

管
を
他
人
に
委
ね
た
場
合
以
外
に
も
、
被
偽
造
者
が
「
手
形
偽
造
の

危
険
」
を
作
り
出
し
て
い
る
場
合
が
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
こ
こ
で
「
手
形
偽
造
の
危
険
」
と
い
う
観
点
に
着
目
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
①
印
鑑
の
保
管
を
他
人
に
委
ね
た
た
め
に
手
形
を
偽

造
さ
れ
た
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
②
印
鑑
を
不
注
意
に
放
置
し
た
た

め
に
手
形
を
偽
造
さ
れ
た
場
合
に
も
、
被
偽
造
者
は
「
手
形
偽
造
の

危
険
」
を
支
配
で
き
る
立
場
に
あ
り
、
し
か
も
、
①
の
場
合
よ
り
も

②
の
場
合
の
ほ
う
が
、
被
偽
造
者
の
「
手
形
偽
造
の
危
険
」
を
予
期

す
べ
き
注
意
義
務
違
反
の
程
度
が
高
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

「
手
形
偽
造
の
危
険
」
と
い
う
観
点
か
ら
被
偽
造
者
の
「
外
観
作
出

の
帰
責
性
」
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
①
の
場
合
ば
か
り
で
な
く
②
の

場
合
に
も
、
被
偽
造
者
の
「
外
観
作
出
の
帰
責
性
」
が
認
め
ら
れ
て

よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
見
解
が
①
の
場

合
に
し
か
被
偽
造
者
の
「
外
観
作
出
の
帰
責
性
」
を
認
め
な
い
点
に

は
賛
成
で
き
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
「
Y
代
表
者
は
代
表
者
印
が
押
捺

さ
れ
る
と
本
件
手
形
が
有
効
に
成
立
す
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、

代
表
者
印
の
存
在
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
C
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に

代
表
者
印
を
放
置
し
た
ま
ま
、
C
を
残
し
て
席
を
離
れ
て
お
り
、
そ

の
隙
に
C
が
代
表
者
印
を
盗
用
し
て
本
件
手
形
の
振
出
を
偽
造
し

た
」
と
認
定
し
、
そ
こ
か
ら
「
本
件
手
形
が
流
通
さ
れ
る
に
至
っ
た

の
は
、
Y
が
代
表
者
印
の
保
管
に
つ
き
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ

た
こ
と
に
帰
責
事
由
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
お
り
、
私
見
と
し
て
も

　
　
基
本
的
に
　
　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。

　
た
だ
、
代
表
者
印
の
押
捺
の
委
託
な
く
、
C
が
代
表
者
印
を
盗
捺

し
た
と
こ
ろ
で
、
本
件
手
形
が
有
効
に
成
立
す
る
は
ず
が
な
い
か
ら
、

本
判
決
が
「
Y
代
表
者
は
代
表
者
印
が
押
捺
さ
れ
る
と
本
件
手
形
が

有
効
に
成
立
す
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
」
と
認
定
し
た
部
分
は
筋

が
通
ら
な
い
。
C
が
代
表
者
印
を
盗
捺
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
手

形
が
有
効
に
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
で
は
、
初
め
か
ら
「
手

形
の
偽
造
」
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
、
本
件
判
決
が
「
本
件
手
形

は
C
が
代
表
者
印
を
盗
捺
し
、
振
出
署
名
を
偽
造
し
た
も
の
で
あ

る
」
と
認
定
し
た
こ
と
に
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分

に
つ
い
て
は
本
判
決
の
表
現
が
不
適
切
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
前

後
の
文
脈
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
解
釈
を
試
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
部

分
に
つ
い
て
は
「
Y
代
表
者
は
代
表
者
印
が
押
捺
さ
れ
る
と
本
件
手

形
が
有
効
に
成
立
し
た
か
の
よ
う
な
外
観
が
作
出
さ
れ
る
こ
と
を
認

識
し
な
が
ら
」
と
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
判
決
で
は
「
Y
が
代
表
者
印
の
保
管
上
の

注
意
を
十
分
に
払
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
に
「
外
観
作
出
の
帰
責

性
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
既
に
鈴
木
竹

雄
博
士
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
（
鈴
木
・
前
掲

「
手
形
の
偽
造
・
変
造
」
三
三
二
頁
）
、
本
判
決
は
1
基
本
的
に

1
鈴
木
博
士
の
見
解
を
採
用
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
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よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
、
Y
代
表
者
A
は
C
に
「
振
出

人
欄
に
Y
の
記
名
印
だ
け
が
押
捺
さ
れ
、
代
表
者
印
が
押
捺
さ
れ
て

い
な
い
手
形
」
を
交
付
し
て
お
り
、
し
か
も
、
「
本
件
手
形
に
代
表

者
印
が
押
捺
さ
れ
る
と
、
あ
た
か
も
Y
が
本
件
手
形
を
有
効
に
振
り

出
し
た
か
の
よ
う
な
外
観
が
作
出
さ
れ
る
」
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、

代
表
者
印
が
入
っ
た
印
箱
に
施
錠
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
机
に
置

き
、
代
表
者
印
の
存
在
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
C
の
手
の
届
く
と
こ

ろ
に
代
表
者
印
を
放
置
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
C
は
ま
さ
に
本

件
手
形
に
代
表
者
印
を
盗
捺
で
き
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
、
Y
代
表
者
A

は
「
印
箱
に
施
錠
し
て
代
表
者
印
を
保
管
し
な
け
れ
ば
、
代
表
者
印

が
C
に
よ
り
本
件
手
形
に
盗
捺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
こ
と
を
十

分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
実
際
に
、
Y
代
表
者
A
が
印
箱

に
施
錠
し
て
代
表
者
印
を
保
管
し
て
い
れ
ば
、
C
が
代
表
者
印
を
本

件
手
形
に
盗
捺
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
代
表
者
A
が
記
名
印
、
代
表
者
印
を
入

れ
た
印
箱
に
施
錠
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
机
に
置
き
、
C
を
そ
の

場
に
残
し
た
ま
ま
約
三
〇
分
問
席
を
離
れ
た
こ
と
は
、
著
し
く
不
注

意
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
庄
子
・
前
掲
「
本
件
判

批
」
一
一
七
頁
）
。
そ
れ
故
に
、
本
件
で
は
、
Y
が
代
表
印
の
保
管

上
の
注
意
を
怠
っ
た
こ
と
を
原
因
と
し
て
、
C
が
代
表
者
印
を
盗
捺

す
る
と
い
う
結
果
を
招
い
て
お
り
、
Y
が
自
ら
「
手
形
偽
造
の
危

険
」
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
、
Y
の
「
外
観
作
出
の
帰
責
性
」
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
⑭
「
真
実
ら
し
い
外
観
の
存
在
」
と
い

う
要
件
で
あ
る
。
手
形
に
つ
い
て
、
こ
の
要
件
は
、
手
形
譲
渡
人
に

よ
る
〔
裏
書
の
連
続
す
る
〕
手
形
の
占
有
と
そ
の
手
形
の
記
載
と
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
（
木
内
宜
彦
「
手
形
債
務
の
有
効
性
に
関
す
る

抗
弁
」
手
形
抗
弁
の
理
論
二
三
二
頁
）
。
た
だ
、
手
形
要
件
が
欠
け

て
い
る
場
合
（
い
わ
ゆ
る
不
完
全
無
効
手
形
）
や
有
害
的
な
事
項
が

記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
「
真
実
ら
し
い
外
観
の
存
在
」
が
破

壊
さ
れ
る
の
で
、
有
効
な
手
形
行
為
の
存
在
を
示
す
外
観
に
は
な
ら

な
い
（
木
内
・
特
別
講
義
手
形
法
小
切
手
法
五
五
頁
）
。

　
本
件
で
は
、
C
が
Y
代
表
者
印
を
盗
捺
し
て
本
件
手
形
の
振
出
を

偽
造
し
て
い
る
の
で
、
本
件
手
形
の
振
出
人
欄
に
押
捺
さ
れ
た
Y
代

表
者
印
の
印
影
は
実
物
と
同
］
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
B
の
と

こ
ろ
で
本
件
手
形
の
受
取
人
欄
に
B
と
補
充
さ
れ
、
X
が
B
か
ら
本

件
手
形
を
裏
書
に
よ
り
取
得
し
た
時
点
で
は
既
に
本
件
手
形
の
要
件

が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
形
式
的
に
有
効
な
手
形
が
手
形
取
得

者
の
信
頼
の
基
礎
に
な
る
の
で
、
本
件
手
形
は
B
の
も
と
で
「
真
実

ら
し
い
外
観
の
存
在
」
と
い
う
要
件
を
備
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
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な
お
、
本
件
で
は
、
本
件
手
形
面
の
収
入
印
紙
に
消
印
が
な
い
こ

と
や
、
本
件
手
形
の
切
取
線
上
に
割
印
が
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
1
本
判
決
が
い
う
よ
う
に
ー

ー
本
件
手
形
の
有
効
性
と
は
関
係
が
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
に

よ
り
、
本
件
手
形
の
「
真
実
ら
し
い
外
観
の
存
在
」
を
破
壊
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
形
式
的
に
有
効
な
手
形
が
ま

さ
に
手
形
取
得
者
の
信
頼
の
基
礎
に
な
る
の
で
、
手
形
要
件
と
は
関

係
の
な
い
こ
れ
ら
の
事
情
は
l
X
が
本
件
手
形
を
割
り
引
く
に
つ

き
1
盗
難
又
は
偽
造
等
の
事
故
手
形
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱

か
せ
る
に
足
り
る
事
情
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
用
心
深
い
譲
受
人

で
あ
れ
ば
、
印
紙
に
消
印
が
な
い
こ
と
か
ら
、
融
通
手
形
な
ど
主
債

務
者
に
よ
る
支
払
が
不
確
実
な
手
形
で
あ
る
と
推
測
す
る
よ
う
で
あ

る
（
今
泉
・
前
掲
「
本
件
判
批
」
二
六
頁
）
。
そ
の
よ
う
な
手
形

を
取
得
す
る
際
に
、
手
形
取
得
者
が
「
当
該
手
形
は
融
通
手
形
で
あ

る
」
と
推
測
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
手
形
取
得
者
と
し
て
は
「
当
該
手

形
は
有
効
に
振
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
は
ず
だ
か
ら
、

こ
の
場
合
に
、
手
形
取
得
者
が
「
当
該
手
形
は
盗
難
又
は
偽
造
等
の

事
故
手
形
で
は
な
い
か
」
と
の
疑
念
を
抱
く
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な

い
。　

最
後
に
、
㈹
「
取
得
者
の
信
頼
」
と
い
う
要
件
で
あ
る
。
手
形
取

得
者
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
手
形
法
一
〇
条
ま
た

は
同
一
六
条
二
項
の
要
件
が
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
意
見
が
一
致

し
て
い
る
（
今
井
宏
「
手
形
行
為
と
手
形
の
交
付
」
手
形
法
・
小
切

手
法
講
座
第
一
巻
一
壬
二
頁
、
木
内
・
前
掲
「
手
形
債
務
の
有
効
性

に
関
す
る
抗
弁
」
二
三
一
頁
、
庄
子
・
前
掲
・
手
形
抗
弁
論
二
二
二

頁
）
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
手
形
取
得
者
は
、
有
効
な
手
形
行

為
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
「
善
意
・
無
重
過
失
」
で
手
形
を

取
得
す
る
必
要
が
あ
る
（
木
内
・
前
掲
・
手
形
法
小
切
手
法
六
六

頁
）
。

　
も
っ
と
も
、
X
は
「
本
件
手
形
が
真
正
に
作
成
さ
れ
た
」
も
の
と

信
じ
て
取
得
し
て
い
る
の
で
、
本
件
で
は
、
X
の
「
善
意
」
に
つ
い

て
は
争
わ
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
手
形
を
取
得
す
る
際
に
、
X
が
本
件

手
形
の
振
出
の
有
効
性
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
も

っ
ぱ
ら
X
の
「
過
失
」
の
有
無
だ
け
が
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

X
の
「
過
失
」
の
有
無
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
提
と

し
て
ー
本
件
手
形
を
取
得
す
る
際
に
ー
「
X
に
は
本
件
手
形
の

振
出
署
名
の
真
否
に
つ
い
て
調
査
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
の
か
否

か
」
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本

件
手
形
の
振
出
署
名
の
真
否
に
つ
い
て
調
査
す
べ
き
義
務
が
あ
り
、

そ
れ
を
怠
る
こ
と
が
、
X
の
「
過
失
」
を
認
定
す
る
た
め
の
基
礎
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
否
定
的
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
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り
、
「
X
が
、
手
形
要
件
の
調
査
の
他
に
、
融
通
手
形
か
否
か
の
調

査
の
た
め
、
B
か
ら
手
形
の
原
因
関
係
が
請
負
代
金
で
あ
る
こ
と
を

聴
取
し
、
請
負
工
事
現
場
に
赴
い
て
裏
付
調
査
を
行
っ
た
こ
と
」
を

認
定
し
て
、
「
X
と
し
て
は
十
分
に
慎
重
に
調
査
を
行
っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
Y
ま
た
は
Y
の
取
引
銀
行
に
対
し
本

件
手
形
が
有
効
か
否
か
照
会
す
る
な
ど
、
振
出
署
名
の
真
否
を
確
認

し
な
か
っ
た
こ
と
が
過
失
に
当
た
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

判
示
し
て
い
る
。

　
手
形
を
取
得
す
る
際
に
、
振
出
人
や
そ
の
取
引
銀
行
に
対
し
て
当

該
手
形
が
有
効
か
否
か
照
会
す
る
こ
と
が
取
引
慣
行
と
し
て
広
く
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
般
化
し
て
、
手
形
取
得
者

の
注
意
義
務
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
（
戸
塚
登

「
判
例
批
評
」
判
例
評
論
一
五
七
号
二
六
頁
）
。
な
ぜ
な
ら
、
権
利
外

観
理
論
は
手
形
取
引
の
動
的
安
全
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手

形
取
得
者
に
過
度
の
調
査
義
務
を
要
求
す
る
こ
と
は
権
利
外
観
理
論

に
基
づ
く
手
形
責
任
自
体
を
無
意
味
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
（
＜
覧
●
0
9
昌
費
寅
鉾
勲
ρ
（
0
8
く
R
嘗
㊤
器
霧
『
亀
9
コ
⑯
y
oD
。

8
ε
。
そ
れ
故
に
、
手
形
取
得
者
に
一
定
の
調
査
義
務
が
あ
る
と

い
う
た
め
に
は
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
に
足
り
る
特
殊
な
事
情
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
本
間
輝
雄
「
悪
意
の
抗
弁
と
重
過
失
」
手

形
小
切
手
判
例
百
選
（
新
版
）
九
九
頁
、
戸
塚
・
前
掲
二
六
頁
）
。

振
出
署
名
の
真
否
に
つ
い
て
の
調
査
義
務
に
関
し
て
い
え
ば
、
手
形

取
得
者
に
当
該
手
形
の
振
出
署
名
の
真
否
に
つ
い
て
調
査
す
べ
き
義

務
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
手
形
の
振
出
署
名
の
真
否
に
つ

い
て
疑
念
を
懐
い
て
然
る
べ
き
事
情
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
同
旨
、
野
山
宏
「
手
形
偽
造
者
の
使
用
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請

求
訴
訟
」
裁
判
実
務
体
系
2
手
形
小
切
手
訴
訟
六
〇
五
頁
以
下
、
最

判
昭
和
五
二
年
六
月
二
〇
日
金
融
・
商
事
判
例
五
三
三
号
一
三
頁
）
。

し
か
し
、
既
に
の
「
真
実
ら
し
い
外
観
の
存
在
」
の
と
こ
ろ
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
本
件
手
形
の
収
入
印
紙
に
割
印
が
な
い
こ
と
や
、
本

件
手
形
の
切
取
線
上
に
消
印
が
な
い
こ
と
は
、
盗
難
又
は
偽
造
等
の

事
故
手
形
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱
か
せ
る
に
足
り
る
事
情
で
は

な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
本
件
手
形
の
振
出
署
名
の
真
否
に
つ

い
て
疑
念
を
懐
い
て
然
る
べ
き
事
情
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
従
っ
て
、
本
件
で
は
、
X
に
は
本
件
手
形
の
振
出
署
名
の
真

否
に
つ
い
て
調
査
す
べ
き
義
務
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、

本
件
手
形
を
取
得
す
る
際
に
、
X
は
手
形
要
件
の
審
査
の
他
に
、
本

件
手
形
が
融
通
手
形
で
は
な
い
こ
と
を
B
に
確
認
す
る
な
ど
一
般
的

な
信
用
調
査
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
X
は
手
形
取
引
上
必
要

と
さ
れ
る
調
査
義
務
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
、
こ
れ
ら
の

点
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
、
X
の
「
過
失
」
を
根
拠
づ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
で
は
、
X
に
「
過
失
」
は
な
か
っ
た
も

の
と
評
価
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ
、
権
利
外
観
理
論
の
「
取

得
者
の
信
頼
」
と
い
う
要
件
は
ー
前
述
し
た
よ
う
に
　
　
「
善

意
・
無
重
過
失
」
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
X
に
は
「
過
失
」
が
あ
っ

て
も
よ
い
の
だ
か
ら
、
権
利
外
観
理
論
に
よ
る
X
の
手
形
債
権
の
取

得
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
X
の
「
過
失
」
の
有
無
に
つ
い
て
判
断

し
て
も
意
味
が
な
い
。
つ
ま
り
、
本
件
で
は
、
Y
が
「
X
に
は
重
過

失
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
何
ら
主
張
・
立
証
し
て
い
な
い
の
で
、

こ
の
「
取
得
者
の
信
頼
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の

点
に
立
ち
入
る
ま
で
も
な
く
、
本
判
決
は
X
の
手
形
金
請
求
を
認
容

す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

本
判
決
を
善
意
に
解
釈
す
る
と
、
X
に
「
過
失
」
が
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
れ
ば
、
必
然
的
に
X
に
は
「
重
過
失
」
が
な
い
こ
と
に
な

る
の
で
、
本
判
決
が
X
の
「
過
失
」
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
し
た
の

は
、
実
は
こ
の
点
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
件
で
は
、
本
件
手
形
の
振
出
署
名
の
真
否

に
つ
い
て
調
査
す
べ
き
義
務
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
本
件
手
形
を

取
得
す
る
際
に
、
X
が
振
出
署
名
の
真
否
を
確
認
し
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
X
の
「
重
過
失
」
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

故
に
、
本
件
手
形
を
取
得
す
る
際
に
、
X
は
「
善
意
・
無
重
過
失
」

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
　
以
上
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
件
で
は
、
「
権
利
外
観
理

論
」
の
適
用
に
よ
り
被
偽
造
者
Y
の
手
形
責
任
を
認
め
る
た
め
の
要

件
を
充
た
し
て
い
る
の
で
、
被
偽
造
者
Y
は
ー
「
権
利
外
観
理

論
」
に
基
づ
い
て
1
本
件
偽
造
手
形
の
第
三
取
得
者
X
に
対
し
て

本
件
手
形
の
振
出
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
見
と
し
て

も
、
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渋
谷
　
光
義
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